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【ＦＩ】
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   Ｈ０４Ｎ    5/232    　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ    5/225    　　　Ｆ
   Ｇ０３Ｂ   19/07     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   17/04     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   15/00     　　　Ｈ
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月23日(2018.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変倍可能な主光学系により形成された被写体像を撮像する主撮像系と、
　前記主光学系の広角端での画角以上の画角を有する第１の副光学系により形成された被
写体像を撮像する第１の副撮像系と、
　前記主光学系の広角端での画角より狭く、望遠端の画角以上の画角を有する第２の副光
学系により形成された被写体像を撮像する第２の副撮像系とを有する撮像装置であって、
前記主光学系を保持する光学鏡筒が該撮像装置の本体に対して繰り出し可能であって、前
記第１および第２の副光学系が前記本体に設けられており、
　前記主光学系の光軸に対して前記第１の副光学系の光軸および前記第２の副光学系の光
軸が離間する方向をそれぞれ、第ｉを第１または第２として、第ｉの光軸離間方向とし、
前記主光学系の望遠端での第２の光軸離間方向での半画角をΩｔとし、
　前記主光学系の望遠端での焦点距離をｆｔとし、
　前記第２の副光学系と前記主光学系の光軸間距離をＮとし、
　前記第１および第２の副光学系のうち、第ｉの副光学系の前記第ｉの光軸離間方向での
半画角をωｉとし、
　前記第ｉの副光学系の光軸と前記光学鏡筒のうち前記本体側から数えてｊ段目の鏡筒部



(2) JP 2017-28611 A5 2018.8.30

の外周面までの前記第ｉの光軸離間方向での距離をＬｉｊとし、
　前記第１および第２の副光学系における最も被写体側の光学面に対する前記ｊ段目の鏡
筒部の繰り出し量をＭｊとするとき、
【数１】

【数２】

なる条件を満足することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記第１および第２の副光学系が単焦点光学系であることを特徴とする請求項１に記載
の撮像装置。
【請求項３】
　前記主撮像系において前記被写体像を光電変換する主撮像素子と、
　前記第１および第２の副撮像系のそれぞれにおいて前記被写体像を光電変換する副撮像
素子とを有し、
　前記主撮像素子の撮像領域よりも前記副撮像素子の撮像領域が狭いことを特徴とする請
求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第１の副光学系と前記主光学系との光軸間距離が、
　前記第２の副光学系と前記主光学系との光軸間距離と異なることを特徴とする請求項１
から３のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記主撮像系により生成される主画像および前記第１および第２の副撮像系のそれぞれ
により生成される副画像を用いて、前記主撮像系の撮像画角内での被写体距離情報を取得
する距離取得手段を有することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の撮像
装置。
【請求項６】
　前記主光学系において設定された画角に応じて、前記第１および第２の副撮像系のうち
前記被写体距離情報を取得するために用いる副撮像系を選択する選択手段を有することを
特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記距離取得手段は、前記被写体距離情報を取得する際に、前記主撮像系の撮像画角と
前記選択手段により選択された副撮像系の撮像画角とが異なる場合は、該選択された副撮
像系により生成された前記副画像から前記主撮像系の撮像画角に対応する画像領域をトリ
ミングして拡大することで得られた拡大画像を用いて前記被写体距離情報を取得すること
を特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記主撮像系により生成される主画像および前記第１および第２の副撮像系のそれぞれ
により生成される副画像を合成して合成画像を生成する画像合成手段を有することを特徴
とする請求項１から４のいずれか一項に記載の撮像装置。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の一側面としての撮像装置は、変倍可能な主光学系により形成された被写体像を
撮像する主撮像系と、主光学系の広角端での画角以上の画角を有する第１の副光学系によ
り形成された被写体像を撮像する第１の副撮像系と、主光学系の広角端での画角より狭く
、望遠端の画角以上の画角を有する第２の副光学系により形成された被写体像を撮像する
第２の副撮像系とを有する。主光学系を保持する光学鏡筒が該撮像装置の本体に対して繰
り出し可能であって、第１および第２の副光学系が本体に設けられている。主光学系の光
軸に対して第１の副光学系の光軸および第２の副光学系の光軸が離間する方向をそれぞれ
、第ｉを第１または第２として、第ｉの光軸離間方向とし、主光学系の望遠端での第２の
光軸離間方向での半画角をΩｔとし、主光学系の望遠端での焦点距離をｆｔとし、第２の
副光学系と主光学系の光軸間距離をＮとし、第１および第２の副光学系のうち、第ｉの副
光学系の第ｉの光軸離間方向での半画角をωｉとし、第ｉの副光学系の光軸と光学鏡筒の
うち本体側から数えてｊ段目の鏡筒部の外周面までの第ｉの光軸離間方向での距離をＬｉ

ｊとし、第１および第２の副光学系における最も被写体側の光学面に対するｊ段目の鏡筒
部の繰り出し量をＭｊとする。このとき、
 


	header
	written-amendment

